
第２章 その他業務運営に関する事項 

 

第１節 職員の安全確保 

統計センターは、職員の安全衛生及び健康管理について、「独立行政法人統計センター安全衛

生管理規程」（以下「安全衛生管理規程」という。）に基づき実施している。 

 

第１ 安全衛生管理体制等の的確な運用 

統計センターの安全衛生管理体制は、安全衛生管理規程に基づき、総括安全衛生管理者１人、

産業医１人、衛生管理者８人及び作業安全管理者１人により運営している。また、統計センター

における衛生管理に関する事項について調査審議するため、毎月衛生委員会を開催している。 

安全衛生管理体制は、図のとおりである。 
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１ 衛生管理者の選任 

平成19年度の衛生管理者は、衛生管理者免許取得者21人の中から８人を選任して各職場に配置

し、そのうち１人を専任の衛生管理者とした。 

  

２ 衛生委員会 

衛生委員会は、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者８人及び衛生に関し経験を有する者

２人の計12人によって構成され、毎月開催している。 

平成19年度は、18年度に引き続き環境整備を重点目標に立てて審議を行うとともに、産業医及

び衛生管理者の職場巡視を実施し、空調、作業環境、トイレ、給湯室等のチェックを行った。そ

の結果を踏まえて改善等について庁舎管理者への依頼を行った。 

  

３ 産業医による事務室等の巡回 

安全衛生管理規程第９条第５項に基づき、産業医による職場巡視を事務室ごとに順次行い、職

場環境の維持管理等について必要な指導や助言を総括安全衛生管理者に行うなど、職場環境の整

備及び職員の安全管理を図った。 

 



第２節 メンタルヘルス等の対応 

 

第１ メンタルヘルスへの取組 

メンタルヘルス対策としては、職員のメンタルヘルスへの関心を高めるため、職場における心

の健康づくりの一つの支援策として、職員のＰＣからイントラネット経由でｅラーニングが可能

な「メンタルヘルス学習ソフトウェア」を導入し、メンタルヘルスの学習の場を提供している。

また、職員のストレスへの気づきと職場のストレス度が把握できる「ストレスチェック＆職場ス

トレス分析ソフトウェア」により、平成19年５月及び11月に定期ストレス診断を行った。この診

断結果から、職員は自分のストレス度に気づくこととなる。また、管理監督者等には、職場のス

トレス度を把握して職場環境の改善に役立ててもらうため、各課・室・統括単位等で集計した

「仕事のストレス判定図」を作成し、提供している。 

また、職場内外において生じた個人的な悩みについて相談に応じ、その解決を支援することに

より、職員が心身共に健康で勤労意欲を失うことなく職務を遂行できるよう、「独立行政法人統

計センター職員相談業務要綱」に基づき、カウンセラーによる職員相談業務を週１回行っている。 

 

第２ セクシャルハラスメントへの対応 

セクシャルハラスメントの防止については、「独立行政法人統計センターセクシャルハラス

メント防止規程」に基づいた管理体制を整備し、平成15年度から運用しているところである。 

平成19年度は、セクシャルハラスメントの防止策として、セクシャルハラスメントに関する職

員の認識を高めるため、18年度に引き続き職員が注意すべき事項や監督者の役割、相談窓口等に

ついてイントラネットに掲示し、全職員に周知している。なお、これまでにセクシャルハラスメ

ントに係る問題は発生していない。 

 



第３節 危機管理体制の整備 

 

第１ 防災に関する事項の周知 

大規模な自然災害等が発生した際に、迅速かつ適切な対応をとることができるよう、平成17年

度に「地震発生時における行動マニュアル」を作成し、イントラネットに掲示しているところで

あるが、多数の人事異動がある４月及び防災の日（９月１日）に合わせた８月末に、避難経路の

確認を含めた防災に関する事項について周知を図った。 

 

第２ 事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）の整備 

 事業継続計画は、大規模な災害など、統計センターの事業継続に重大な影響を与える情報セキ

ュリティ上の事件・事故が発生した際に、業務を復旧及び継続するための計画で、ＩＳＭＳ認証

取得の要求項目の一つである。 

平成19年度のＩＳＭＳ認証取得に当たり、ＬＡＮシステムやホストコンピュータの運用に関す

る規程や障害報告書等の整理、また遠隔地に設置しているデータバックアップ体制の再確認を行

うことにより、本計画を整備した。 

 

 



第４節 環境への配慮 

 

平成13年４月から全面施行された「国等による環境物品等の調達等に関する法律」(平成12年

法律第100号)（いわゆるグリーン購入法）により、業務に必要な物品等は、環境に配慮した優し

い環境物品等への転換を促進していくこととされている。 

平成19年度においても、この法律を遵守すべく調達計画を企画・立案し、環境物品の調達を

100％達成した（ただし、メーカーの偽装問題が発覚した紙製品は除く）。 

 



第５節 広報 

 

統計センターの役割、業務内容等を広く国民、国の行政機関、地方公共団体等に紹介し、統

計センターについての理解を得ることを目的として広報を行っている。 

平成19年度においては、統計センターパンフレット（和英）を統計広報展示室「とうけいプ

ラザ」(東京タワーフットタウン４階)等に配布するとともに、第２期中期計画を踏まえて統計セ

ンターホームページ及び統計センターパンフレットのリニューアルを行った。 

なお、統計センターホームページのリニューアルにおいては、検索性を高める工夫をするな

ど利用者が利用しやすい設計を行った。 
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